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１【提出理由】

　当社は平成26年８月11日開催の取締役会において、平成26年10月１日を効力発生日として、当社のホテル事業を会社分

割により分社化し、新たに設立いたしますＡＢホテル株式会社に承継することを決議いたしましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

（１）新設分割の目的

　　　当社は現在スポーツクラブ事業及びホテル事業、不動産事業を３本の柱として事業展開を行っておりますが、各

事業におけるお客様のニーズは常に変化している状況であり、これら経営環境の変化に適切に対処できる体制の確

保を目的にホテル事業を分社化し収益責任体制の一層の明確化を図るとともに、意思決定の迅速化及び機動力の向

上による経営効率の更なる向上を図り、競争力、収益力の強化を行ってまいります。

 

（２）新設分割の方法

　　　当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易分割）です。なお、本会社分割は、会社法第

805条に定める簡易分割に該当するため、株主総会の承認は省略致します。

 

（３）新設分割に係る割当ての内容

　　　新設会社は本会社分割に際して発行する普通株式2,000株を、すべて当社に割当てます。

 

（４）その他の新設分割計画の内容

　　　①新設分割に係る日程

　　　　分割計画承認取締役会　　　　平成26年８月11日

　　　　分割予定日（効力発生日）　　平成26年10月１日（予定）

　　　②その他の内容

　　　　当社が平成26年８月11日開催の取締役会で承認した新設分割計画の内容は、後述の新設分割計画書のとおりで

す。

 

（５）新設分割に係る割当ての内容の算定根拠

　　　上記割当て株式数については、本会社分割が当社が単独で行う新設分割であり、新設会社が発行する株式のすべ

てが当社に割当交付されることから、第三者機関による算定は実施せず、新設会社の資本金等を考慮し、決定した

ものであります。

 

（６）新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び

事業の内容

商号 ＡＢホテル株式会社

本店所在地 愛知県安城市三河安城町一丁目16番地5

代表者の氏名 代表取締役社長　沓名俊裕

資本金 100百万円（予定）

純資産の額 663百万円（予定）

総資産の額 3,222百万円（予定）

事業内容 ホテル事業

 

（以下、新設分割計画の内容）

 

新設分割計画書

 

株式会社東祥（以下「当社」という。）は、当社のホテル事業部門を新設会社のＡＢホテル株式会社（以下「新会社」

という。）に承継させるために、会社法に定める新設分割の方法により会社分割を行う。但し、会社法第805条の規定

により、分割計画の株主総会の承認を得ないで新設分割する。会社分割計画は、以下のとおりである。

 

 

第１条（新会社の定款）
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　新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他定款で定める事項は、別紙１「ＡＢホテル株式会

社　定款」に記載のとおりである。なお、新会社の本店所在地は、次のとおりとする。

　　愛知県安城市三河安城町一丁目１６番地５

 

第２条（新会社が分割に際して発行する株式）

　新会社は、会社分割に際して普通株式２，０００株を発行し、その全部を当社に割当交付する。

 

第３条（新会社の資本金および資本準備金等）

　新会社の設立時の資本金および準備金等の額は、次のとおりとする。

　①資本金の額　　　　　　金１００百万円（予定）

　②資本準備金の額　　　　金　２５百万円（予定）

　③その他資本剰余金の額　株主資本等変動額から資本金の額及び資本準備金の額を控除した額

　④利益準備金の額　　　　金０円（予定）

　⑤その他利益剰余金の額　金０円（予定）

 

第４条（新会社に承継する権利義務）

　新会社は、当社ホテル事業部門の事業に属する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を、別紙２「承継権利義務明

細表」記載のとおり承継する。

 

第５条（分割期日）

　新設分割期日（分割の登記予定日）は、平成26年10月1日（水曜日）とする。但し、新設分割の進行に応じ、必要が

あるときは、当社、新会社協議のうえ、これを変更することができる。

 

第６条（新会社の取締役、代表取締役および監査役）

　取締役　沓名俊裕、沓名真裕美、沓名一樹

　愛知県安城市和泉町上之切１６番地２

　代表取締役　沓名俊裕

　監査役　大見勝仁

 

第７条（競業避止義務）

　当社は、本分割の効力発生後においても、会社法第２１条第１項に定める競業避止義務を負わず、本件事業と競合す

る事業を行うことができる。

 

第８条（条件変更）

　当社は、本計画作成後、分割期日までの間において、天変地変その他の事由により当社の財政状態または経営状態に

重大な変更が生じたときは、本計画書を変更または分割を中止することができる。

 

第９条（その他の事項）

　本計画書に定めるもののほか、本件分割に関し必要な事項は、本件分割の趣旨に従い、当社がこれを決定することが

できる。

 

以　上

 

平成26年8月11日

 

愛知県安城市三河安城町一丁目１６番地５

株式会社　東祥

代表取締役　沓名　俊裕

 

 

［別紙１］

ＡＢホテル株式会社　定款

 

第１章　総　則

（商　号）

第１条　　当会社は、ＡＢホテル株式会社と称し、英文では、ＡＢＨＯＴＥＬ　ＣＯ.,　ＬＴＤ．と表示する。
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（目　的）

第２条　　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．ホテルの経営

２．飲食店業

３．温泉施設、浴場施設の経営

４．不動産賃貸業

５．宅地建物取引業

６．建具・家具・什器・ユニットバス・キッチン・トイレ等の住宅設備機器の販売

７．インテリアコーディネイト業務

８．上記に附帯する一切の業務

 

（本店の所在地）

第３条　　当会社は、本店を愛知県安城市に置く。

 

（公告方法）

第４条　　当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

 

第２章　株　式

 

（発行可能株式総数）

第５条　　当会社の発行可能株式総数は、１，０００，０００株とする。

 

（株券の発行）

第６条　　当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。

 

（譲渡制限）

第７条　　当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。

 

（相続その他の一般承継人に対する売渡請求）

第８条　　当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すこ

とを請求することができる。

 

（特定の株主からの自己の株式の取得）

第９条　　当会社は、会社法第160条第1項の規定により特定の株主から自己の株式の取得を決定するときは、同条第２

項および第３項の規定を適用しない。

 

（株式割当てによる募集事項等の決定機関）

第１０条　当会社は、株主に株式（自己株式の処分による株式を含む。）および新株予約権の割当てを受ける権利を与

える場合において、その募集事項、株主に当該株式または新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨および

その申込みの期日の決定は取締役会の決議によって定める。

 

（株式取扱規定）

第１１条　当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款に定めるもののほか、取締役

会において定める「株式取扱規程」による。

 

（基準日）

第１２条　当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載または、記録された議決権を有する株主をもって、その

事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

　　２．　前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の

株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主

または登録株式質権者とすることができる。

 

 

第３章　株主総会
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（招集時期）

第１３条　当会社の定時株主総会は、毎年６月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

 

（定時株主総会の基準日）

第１４条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月３１日とする。

 

（招集権者および議長）

第１５条　株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締

役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。

　　２．　株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会にお

いて定めた順序により、他の取締役が議長となる。

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

第１６条　当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載また

は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令で定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示す

ることにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

 

（議決権の代理行使）

第１７条　株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。

　　２．　前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければな

らない。

 

（決議の方法）

第１８条　株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することがで

きる株主の議決権の過半数をもって行う。

　　２．　会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。

 

（議事録）

第１９条　株主総会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載または

記録する。

 

第４章　取締役および取締役会

 

（取締役会の設置）

第２０条　当会社は、取締役会を置く。

 

（取締役の員数）

第２１条　当会社の取締役は、１５名以内とする。

 

（取締役の選任）

第２２条　取締役は、株主総会の決議によって選任する。

　　２．　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う。

　　３．　取締役の選任決議は、累積投票によらない。

 

（取締役の任期）

第２３条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。

　　２．　増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとす

る。

 

 

（代表取締役および役付取締役）

第２４条　当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。

　　２．　代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。
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　　３．　取締役会は、その決議によって、取締役社長１名、取締役会長1名を選定し、また必要に応じて、取締役副

社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

 

（取締役会の招集権者および議長）

第２５条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があ

るときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

 

（取締役会の招集通知）

第２６条　取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合

には、この期間を短縮することができる。

 

（取締役会の決議の方法）

第２７条　取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって

行う。

 

（取締役会決議の省略）

第２８条　当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当

該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの

限りではない。

 

（取締役会の議事録）

第２９条　取締役会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載または

記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。

 

（取締役会規程）

第３０条　取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める「取締役会規

程」による。

 

（取締役の報酬等）

第３１条　取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

 

（取締役の責任免除）

第３２条　当会社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であったものを含む。）の会社法第423条第1項の賠償

責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して

得た額を限度として免除することができる。

　　２．　当会社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任について

法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。

 

第５章　監査役

 

（監査役の設置）

第３３条　当会社は、監査役を置く。

 

（監査役の員数）

第３４条　当会社の監査役は、３名以内とする。

 

（監査役の選任）

第３５条　監査役は株主総会の決議によって選任する。

　　２．　監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う。

 

（監査役の任期）

第３６条　監査役の任期はその選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。
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　　２.　任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すると

きまでとする。

 

（監査役の報酬等）

第３７条　監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

 

（監査役の責任免除）

第３８条　当会社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であったものを含む。）の会社法第423条第1項の賠償

責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して

得た額を限度として免除することができる。

　　２．　当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場

合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、

法令の定める最低責任限度額とする。

 

第６章　計　算

 

（事業年度）

第３９条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

 

（期末配当金）

第４０条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３月３１日とする。

 

（中間配当金)

第４１条　当会社は、取締役会の決議により、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登

録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすること

ができる。

 

（配当金等の除斥期間）

第４２条　配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はそ

の支払の義務を免れる。

　　２．　未払の配当金には、利息をつけない。

 

第７章　附　則

 

（最初の事業年度）

第４３条　当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成２７年３月末日までとする。

 

（設立時役員）

第４４条　当会社の設立時役員は、次のとおりである。

　　　　　設立時取締役　　　　沓　名　俊　裕

　　　　　設立時取締役　　　　沓　名　真裕美

　　　　　設立時取締役　　　　沓　名　一　樹

　　　　　愛知県安城市和泉町上之切１６番地２

　　　　　設立時代表取締役　　沓　名　俊　裕

　　　　　設立時監査役　　　　大　見　勝　仁

 

（法令の準拠）

第４５条　この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

 

［別紙２］

承継権利義務明細表

 

　新会社は、分割期日において、本分割により当社から、ホテル事業部門（以下「本件事業」という。）に属する資

産、負債、契約関係その他の権利義務を承継し、その明細は下記のとおりとする。

　なお、対象資産および対象債務の評価は、平成２６年３月３１日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎と

し、これに分割期日前日までの増減を加減した資産、負債および権利義務を分割期日において、新会社に承継する。

EDINET提出書類

株式会社　東　祥(E04018)

臨時報告書

7/8



 

１．　資産

　　①　流動資産

　　　貯蔵品、その他本件事業に係る流動資産

 

　　②　固定資産

　　　Ⅰ　有形固定資産

　　　　建物、建物附属設備、土地、工具・器具・備品、構築物、機械装置、リース資産、その他本件事業に係る有形

固定資産

 

　　　Ⅱ　無形固定資産

　　　　電話加入権、ソフトウェア、施設利用権、その他本件事業に係る無形固定資産

 

　　　Ⅲ　投資その他の資産

　　　　本件事業に係る投資その他の資産

 

　　　Ⅳ　繰延資産

　　　　本件事業に係る繰延資産

 

２．　負債

　　①流動負債

　　未払金、前受金、一年内長期借入金、その他本件事業に係る流動負債

 

　　②固定負債

　　長期借入金、資産除去債務、その他本件事業に係る固定負債

 

３．承継する契約上の地位

・本件事業に関する不動産の賃貸借契約および物品のリース契約

・本件事業に関する業務委託契約および請負契約

・本件事業に関する業務提携契約

・本件事業に関する保守契約およびメンテナンス契約

・本件事業に関する知的財産権の使用許諾契約

・本件事業に関する機密保持契約

・その他本件事業のために当社が締結し、分割期日現在において有効な契約

 

４．労働契約上の権利義務

　　本件事業に従事する当社の従業員との雇用契約は、新会社においてこれを承継する。

 

５．許認可等

　　本件事業に関する許可、認可、免許、承認、登録および届出のうち法令上承継可能なもの

 

 

 

 

以　上
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